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１．指導監査とは  

 

指導監査は、大きく分けて「指導」と「監査」の２つに分類されます。 

指導は、さらに「集団指導」と「運営指導」に分類されます。 

集団指導 県又は市町が、次の①②の場合に、その内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法

により行います。 

① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等に対する指導が必要な場合 

② 自立支援給付に関して必要があると認める場合 

運営指導 県又は市町が、次の①②の場合に、障害福祉サービス事業者等の事業所において実地

にて行います。 

① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等に対して必要があると認める場合 

② 自立支援給付に関して必要があると認める場合 

監  査 以下に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合

に行うものとする。また、正当な理由がなく運営指導を拒否した場合にも監査を行うこ

とがあります。 

（１）要確認情報 

  ① 通報・苦情・相談等に基づく情報 

  ② 市町、相談支援事業者等へ寄せられる苦情 

  ③ 自立支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者 

（２）運営指導において確認した情報 

   指導を行った市町又は県が障害福祉サービス事業者等について確認した指定基準

違反等 

 ※ 運営指導から監査への変更 

   運営指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに

監査を行うことができる。 

  ① 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に

危害を及ぼすおそれがあると判断した場合 

  ② 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な

請求と認められる場合 

※「平 成 ２ ６ 年 １ 月 ２ ３ 日  障 発 ０ １ ２ ３ 第 ２ 号  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 の 指 導 監 査 に つ い て」 

 「石川県障害福祉サービス事業者等指導監査要綱」 

 障害者総合支援法第 11条第 2項（自立支援給付対象サービス等に関する調査等）  

（省略）県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若

しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付

対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質

問させることができる。 

障害者総合支援法第 48条第 1項（報告等） 

 （省略）県知事（省略）は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サー

ビス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業

者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、

若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービ

スの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
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２．人員基準に関する指導事例から 

 

① サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 

(1) サービス管理責任者（療養介護等）について 

・常勤かつ専従のサービス管理責任者を１以上配置すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・サービス管理責任者が他の職務と兼務しており、専従の要件を満たしていなかった。 

 

 以下の場合を除き、サービス管理責任者と他の職務との兼務は認められません。 

・管理者と兼務する場合 

・宿泊型自立訓練、自立生活援助、又は共同生活援助のサービス管理責任者と兼務する場合

（利用者60人まで） 

・大規模な障害福祉サービス事業所等において、専従かつ常勤のサービス管理責任者１人に

加えて配置すべきサービス管理責任者を兼務する場合（利用者60人まで） 

・多機能型事業所間でのサービス管理責任者を兼務する場合（利用者60人まで） 

・共同生活援助事業所のサービス管理責任者が、当該事業所の世話人又は生活支援員と兼務

する場合 

・サービス提供に支障がない場合で上記以外の職務と兼務する場合（ただし、当該他の職務

の常勤換算において、サービス管理責任者が当該他の職務に従事した勤務時間を含めるこ

とはできません） 

  

【平２４県規則第６１号第９条】（※ 療養介護の基準を例示） 

条例第５１条第２項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

四 サービス管理責任者 

員数は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める

数とすること。 

イ 利用者の数が六十以下 一以上 

ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに

一を加えた数以上 

５ 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 
 

【平１８障発第１２０６００１号第４の１(６)】（※ 療養介護の基準を例示） 

サービス管理責任者と他の職務との兼務について 

指定療養介護事業所の従業者は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるも

のではない。サービス管理責任者についても、療養介護計画の作成及び提供した指定療養介護の客観

的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則とし

て、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等とは異なる者でなければならな

い。 

ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、サービス管理責任者が指定療養介護事

業所の他の業務に従事することができるものとする。この場合においては、兼務を行う他の職務に係

る常勤換算上、当該サービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないも

のとする。 

また、１人のサービス管理責任者は、最大利用者 60 人までの療養介護計画の作成等の業務を行う
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ことができることとしていることから、この範囲で、指定療養介護事業所のサービス管理責任者が、

指定宿泊型自立訓練事業所、指定自立生活援助事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に置くべきサービ

ス管理責任者又は大規模な指定障害福祉サービス事業所等において、専従かつ常勤のサービス管理責

任者１人に加えて配置すべきサービス管理責任者を兼務することは差し支えない。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第 15 の１(5)】（※ 共同生活援助の基準を例示） 

サービス管理責任者と他の職務との兼務について 

指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者については、当該指定共同生活援助事業所に

置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えない。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第１６の１(２)】 

 サービス管理責任者の員数の特例 

多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべきサービス管理責任者の員数は、各指定障

害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず、 

① 当該多機能型事業所の利用者の数が 60 人以下の場合は 1 人以上 

② 当該多機能型事業所の利用者の数が 61 人以上の場合は、1 人に 60 人を超えて 40 人を増すご

とに 1 人を加えた数以上 とすること。 

 

 

①(2) 児童発達支援管理責任者（児童発達支援等）について 

・常勤かつ専従の児童発達支援管理責任者を１以上配置すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・常勤専従の児童発達支援管理責任者を配置していなかった。 

 

 以下の場合を除き、児童発達支援管理責任者と他の職務との兼務は認められません。 

・管理者と兼務する場合 

・多機能型事業所間でのサービス管理責任者を兼務する場合 

・常勤専従の児童発達支援管理責任者を１名以上配置した上で追加で配置した児童発達支援

管理責任者が直接処遇職員を兼務する場合 

 

【平２４県規則第５９号第２条】（※ 児童発達支援の基準を例示） 

条例第６条第１項各号の従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。 

二 児童発達支援管理責任者 

員数は、一以上とすること。 

6 第一項第二号の児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。 
 

【平２４障発第 0330 第 12 号第 3 の１(1)⑧】（※ 児童発達支援の基準を例示） 

児童発達支援管理責任者と他の職務との兼務について 

指定児童発達支援管理事業所の従業者は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認め

られるものではない。このため、児童発達支援管理責任者についても、通所支援計画の作成及び提供

した指定通所支援の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保

する観点から、児童発達支援管理責任者と直接支援の提供を行う児童指導員等とは異なる者でなけれ

ばならない。 
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①(3) サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格について 

・サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者は実践研修及び５年ごとの更新研修を受

講し、資格要件を満たす者を配置すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・サービス管理責任者が更新研修を受講しておらず、資格要件を満たしていなかった。 

 

サービス管理責任者等実践研修や５年ごとの更新研修を受講しておらず、必要な資格を

満たさずにサービス管理責任者等として業務を行っている事例が散見されます。資格を満

たしていない場合は、サービス管理責任者欠如減算や個別支援計画未作成減算が適用され

ますので、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の方の資格の有効期間を確認

し、更新研修を確実に受講させるようにしてください。 

更新研修の未受講により資格が失効した場合は実践研修を受講することで再度資格を取

得できます。ただし、更新研修の資格の有効期間内は実践研修を受講することができませ

んのでご注意ください。 

 

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等 

【平１８厚生労働省告示第５４４号】（一部抜粋及び編集） 

一 イ 

  サービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労

継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の(1)及び(2)

に定める要件を満たす者とする。 

 (1) 次の(一)及び(二)の期間が通算して５年以上である者、(三)の期間が通算して８年以上である

者又は(一)から(三)までの期間が通算して３年以上かつ(四)の期間が通算して３年以上である者

（以下「実務経験者」という。）であること。 

   （略） 

 (2) 次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、(二)に定めるサービス管理責任者実践

研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の５年度ごとの各年度の末

日までに、サービス管理責任者更新研修（中略）を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証

明書の交付を受けたもの（以下「更新研修修了者」という。）であること。ただし、(二)に定

めるサービス管理責任者実践研修を修了した日から５年を経過する日の属する年度の末日まで

の間は、次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、更新研修修了者でないものを更

新研修修了者とみなす。 

  (一) サービス管理責任者基礎研修（中略）を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の

交付を受けた者であって、ａ又はｂのいずれかの要件を満たすもの（以下「基礎研修修了者」

という。）であること。 

    （略） 

  (二) 次のａ、ｂ又はｃいずれかの要件を満たしている者であって、サービス管理責任者実践研

修（中略）を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものであること。 

    （略） 

 

※ 児童発達支援管理責任者についても同様の資格要件があります。詳細は「障害児通所支援又は

障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの」（平２４厚生労働

省告示第２３０号）を確認してください。 
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② 障害児通所支援事業所の人員について（児童発達支援、放課後デイ） 

・サービス提供を行う時間帯を通じて、専従の児童指導員又は保育士を日々の実利用児数に

応じた必要な員数以上常に配置すること。（要件(７ページ)を満たしていない無資格職員は

含まない） 

 

→運営指導での事例・・・ 

・基準上配置すべき児童指導員又は保育士の員数を満たしていなかった。 

・資格職員を児童指導員又は保育士の員数として配置していた。 

・サービス提供時間中に基準上配置すべき人員が送迎を行っており事業所に不在であっ

た。 

  

【平２４県規則第５９号第２条】（※児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障

害児を通わせる場合を除く)の基準を例示） 

 

 条例第六条第一項各号の従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。 

一 児童指導員又は保育士 

指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯(※1)を通じて専ら当該指定児童発達支

援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数は、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それ

ぞれに定める数以上とすること。 

イ 障害児の数(※2)が十までのもの 二以上  

ロ 障害児の数が十を超えるもの   二に、障害児の数が十を超えて五又は 

その端数を増すごとに一を加えた数以上 

４ 第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。 

5 機能訓練担当職員等の数を（児童指導員又は保育士の合計数に）含める場合における第一項第一

号の児童指導員又は保育士の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。 

（※1）提供を行う時間帯：運営規程に定める運営時間（サービス提供時間） 

（※2）障害児の数：定員ではなく実利用児数（日々の利用者数） 

 

【平２４障発第 0330 第 12 号第 3 の１(1)①】（※ 児童発達支援の基準を例示） 

児童指導員又は保育士 

「提供を行う時間帯を通じて専ら当該児童発達支援の提供に当たる」とは、指定児童発達支援の単

位ごとに児童指導員又は保育士について、指定児童発達の提供時間帯を通じて当該職種の従業者が常

に確保され、必要な配置を行うよう定めたものである。 
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＜障害児通所支援事業所の従業者配置例（児童発達支援センターを除く）＞ 

月～金営業の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所（多機能型事業所）の場合 

 定員：10 名 サービス提供時間：９時～1８時 

月 火 水 木 金

管理者兼児童発達
支援管理責任者

A 常勤 9～18 9～18 9～18 9～18 9～18

児童指導員 Ｂ 常勤 9～18 9～18 9～18 9～18 9～18

児童指導員 Ｃ 非常勤 9～18 9～12 9～18 9～18

保育士 D 非常勤 10～14 10～14 10～14 10～14 10～14

無資格職員 Ｅ 非常勤 9～18

8人 10人 9人 10人 11人

× ○ × ○ ×

＜確認事項＞
　　①　提供時間帯を通じて児童指導員又は保育士が２名以上配置されているか　⇒　月・水・金曜日は×
　　　　　→月曜日は２名のうち１名が無資格職員となっている時間帯が生じている
　　　　　　 水曜日は提供時間帯に従業者１名で対応する時間帯（１４時から１８時）が生じている
　　　　　　 金曜日は実利用児数に応じた従業者の配置がなされていない
　　　　　　（11名受け入れる場合（※）は提供時間帯を通じて3名の従業者が必要）
　　　　　　　※ 災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合に限り定員を超えてのサービス提供が可能
　　②　児童指導員又は保育士のうち１名以上は常勤であるか　⇒　○
　　③　看護職員や機能訓練指導員等を配置する場合は半数以上は児童指導員又は保育士であることを確認すること

利用児童数

判定

職種 氏名 勤務形態
勤務時間

 
 

※ 児童指導員等加配加算を算定する場合について 

 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の 

支援の強化を図るために、人員基準上必要となる従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指

導員等又はその他の従業者を配置している場合に、資格等の種類、事業所の態様等に応じて加

算が算定できます。 

 人員配置基準上必要となる従業者に加え常勤換算で１名以上の加配職員を配置した場合に

も算定が可能ですが、その場合の常勤換算の算定に含むことができる時間数には、人員基準上

必要な従業者として勤務している時間は含まれませんのでご注意ください。例えば、下図の保

育士Ｄの勤務時間のうち、16 時～18 時までは加配加算を算定する上での常勤換算の勤務時間

数に含めることはできません。 

【1日の勤務例（利用児10人以下）】

児童指導員 B 常勤

児童指導員 C 非常勤

保育士 D 非常勤

無資格職員 E 非常勤

15:00 16:00 17:00 18:009:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

加配加算（その他従業者）の常勤換算に含めることができる

加配加算の常勤換算に

含めることができない

（基準上必要な従業者と

なるため）
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別紙

要件

① 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

② 社会福祉士の資格を有する者

③ 精神保健福祉士の資格を有する者

④
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修す
る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑤
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科
目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法の規定により大学院への入学を認められた者

⑥
学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻
する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑦
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれら
に相当する課程を修めて卒業した者

⑧

下記a～dのいずれかの要件を満たし、かつ2年以上児童福祉事業に従事したもの
　a. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
　b. 学校教育法の規定により大学への入学を認められた者
　c. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程に
     よりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）
　d. 文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

⑨
学校職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育
学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

⑩
3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの（従事した年数
については、以前雇用されていた法人から交付される実務経験証明書等で確認すること。）

児童指導員　要件 ※「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（厚労省令63号）

 

(※)障害福祉サービス経験者は、基準上配置すべき人員としては認められないのでご注意

ください。 
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● 常勤換算について 

  常勤換算の計算方法について誤っている事業所が見受けられます。以下に計算例や

注意事項を記載しておりますので参考にしてください。 

 

【常勤換算方法とは】 

（総従業者の勤務延時間数) ÷ 

（事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数） 

 

 （計算例） 常勤者が勤務すべき時間数が週４０時間・４週１６０時間の場合 

 Ａ（常勤、４週１６０時間勤務）、Ｂ（非常勤、４週１２０時間勤務） 

Ｃ（非常勤、４週 100 時間勤務）、Ｄ（非常勤、４週６０時間勤務） 

の常勤換算数は、 

（１６０＋１２０＋１００＋６０）÷１６０＝２．７５ となります。 

※小数点第２位以下は切り捨てるものとします。 

 

○ 常勤換算方法で計算を行う際の注意事項 

・ 常勤とは、当該事業所及び併設する事業所（同一敷地内又は道路を隔てて隣接する事業所、管理

者についてはその他の事業所を含む。）における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（週 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする）に達してい

ることをいいます。雇用の形態（正規・非正規）は問いません。 

  → 距離が離れた２つの事業所を兼務している職員（管理者以外）の勤務時間の合計が週 40 時

間に達していたとしても、その職員はそれぞれの事業所において非常勤となります。 

 

・ 従業者１人につき，勤務延時間数に算入することができる時間数は，当該事業所において常勤の

従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とします。 

→ Ａがある４週で１６８時間勤務したとしても、Ａの勤務時間は１６０時間として計算する。 

 

・ 常勤職員が有給休暇を取得したり出張したりした場合、その期間は勤務時間に算入することが可

能です（ただし、１ヶ月を超える有給休暇の取得の場合を除きます）。一方、非常勤職員が有給休

暇を取得したり出張したりした場合は、その期間は勤務時間に参入することはできません。 

→ Ａがある４週で 2 日（１６時間）有給休暇を取得し、１４４時間勤務した場合、Ａの勤務時

間は有給休暇の１６時間を加えた１６０時間となります。 

一方、Ｂがある４週で有給休暇を１日（８時間）取得し、１１２時間勤務した場合、Ｂの勤

務時間は実際の勤務時間である１１２時間となります。 

 

・ 母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられてい

る場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間

数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とします。 

 

・ 人員基準において常勤要件が設けられている場合、常勤の従事者が「産前産後休業」、「母性健康

管理措置」、「育児休業」、「介護休業」、「育児休業に準ずる休業」を取得中の期間において、当該人

員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者の員数に換算することにより、人員

基準を満たすことが可能です。 
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◎もし人員基準を満たさない状態でサービスを提供していたら…… 

 

●人員基準欠如減算（居宅サービスを除く） 

① サービス提供職員が欠如していた場合 

１割を超えて欠如した場合にはその翌月から、１割の範囲内で欠如した場合にはその

翌々月（ただし、翌月末において人員基準を満たしている場合を除く）から人員欠如が

解消された月までの間、利用者の全員について 

・減算適用１月目～２月目…所定単位数の７０％を算定 

・減算適用３月目以降………所定単位数の５０％を算定 

 

② サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）が欠如していた場合 

人員欠如が発生した翌々月（ただし、翌月末において人員基準を満たしている場合を

除く）から人員欠如が解消された月までの間、利用者全員について 

  ・減算適用１月目～４月目…所定単位数の７０％を算定 

  ・減算適用５月目以降………所定単位数の５０％を算定 

 

③ 常勤又は専従などの要件を満たさなくなった場合 

当該状態が発生した翌々月（ただし、翌月末において当該状態が解消されている場合

を除く）から当該状態が解消された月までの間、利用者全員について 

  ・減算適用１月目～４月目…所定単位数の７０％を算定 

  ・減算適用５月目以降………所定単位数の５０％を算定 
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３．運営基準に関する指導事例から 

 

 

 

運営基準に関する指導事例は、重要事項説明書・利用契約書・運営規程といった書類上

の不備をはじめ、個別支援計画及びそれに付随する業務といったサービス内容に直結する

不備まで多岐に渡ります。 

 

① 重要事項説明書について（全事業共通） 

・必要事項について全て記載すること。 

・従業者の員数や営業日・営業時間、利用料金に係る記載について実態に合わせて修正する

こと。 

・運営規程や契約書との整合性を図ること。 

・サービス利用開始前に説明し同意を得ること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・記載必要項目が記載されていない。 

運営規程の概要：運営規程の記載項目のうち利用者に関係のある項目について記載してくだ

さい。 

従業者の勤務体制：実態と合っていない事例が多いです。 

           職種ごとに配置基準を満たす範囲内で「〇名以上」という記載で差し支

えありません。 

事故発生時の対応：事故が発生した際の対応や損害賠償について記載してください。 

  苦情処理体制：事業所の窓口の他に公的機関の苦情受付窓口についても記載を検討ください。 

  第三者評価の実施状況：記載漏れが多いです。実施がない場合もその旨記載してください。 

 ・記載項目が実態や運営規程、契約書と異なっている。 

 ・サービス利用開始後に説明し同意を得ている。 

 ・説明し同意を得た日付が記載されていない。 

 ・利用料金に関する記載が令和６年度報酬改定の内容を反映していない。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（１）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

内容及び手続の説明及び同意 

指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供するため、その提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者に対し、当該指定居宅介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事

故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施し

た直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択

するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説

明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定居宅介護の提供

を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。 
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② 利用契約書について（全事業共通） 

・利用者に対し提供するサービス種別を明確にすること。 

・サービスの提供開始年月日を漏れなく記載すること。 

・契約期間を、受給者証に記載されている認定有効期間内とすること。 

・事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。 

・障害児に係るサービスについては、契約の相手を通所給付決定保護者とすること。 

・重要事項説明書と整合性を図ること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・契約日や契約期間、記載必要項目が抜けている。 

・複数のサービスで共通様式の契約書を使用していたが、どのサービスの契約を結んだ

のかが明確になっていない。 

・契約書の署名欄に経営者ではなく事業所の名称及び住所が記載されている。 

・障害児を対象としたサービスで、契約の相手方が利用者（未成年）となっている。 

・サービス利用開始後に契約を締結している。 

・重要事項説明書の記載内容と齟齬がある（利用料の支払い期限など）。 

 

（例）[不適切な契約書]（提供するサービスが不明確・契約の相手が障害児） 

[適切な契約書] （提供するサービスが明確・契約の相手が保護者） 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（１）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

内容及び手続の説明及び同意 

利用者との間で当該指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じ

た適切な配慮をもって、社会福祉法第７７条第１項の規定に基づき 

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 

② 当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容 

③ 当該指定居宅介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定居宅介護の提供開始年月日 

⑤ 指定居宅介護に係る苦情を受け付けるための窓口 

を記載した書面を交付すること。 

石川県福祉会 児童発達支援・放課後等デイサービス 利用契約書  

       （以下利用者）は石川県福祉会（以下事業者）の提供する指定児童発達支援・放課

後等デイサービスについて、次のとおり契約します。 

第１条 この契約は・・・ 

石川県福祉会 児童発達支援・放課後等デイサービス 利用契約書  

       （以下保護者）は、      （以下利用者）が利用する石川県福祉会（以下事

業者）の提供する（ □ 指定児童発達支援・☑ 放課後等デイサービス ）について、次のとおり契

約します。 

第１条 この契約は・・・ 
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③ 契約支給量の報告について（全事業共通 ※共同生活援助、障害児入所支援は除く） 

・サービスの利用に係る契約をしたとき及び受給者証記載事項に変更があったときは、受給

者証記載事項その他の必要事項を市町に対し遅滞なく報告すること。 

 

→運営指導での事例・・・報告を行っていなかった。 

 ※ 報告の様式については各市町のホームページからダウンロードいただくか、各市役所、町役

場にお問い合わせください。 

 

【平２４条例第５３号第１１条】（※ 居宅介護の基準を例示） 

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他

の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。 

4 前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 
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④ サービスの提供の記録について（全事業共通） 

・サービスを提供した際は、サービスの提供日、サービス提供時間、利用者負担額（送迎費、

食事費等）等について記録し、利用者の確認を受けること。 

・訪問系及び通所系のサービスについては、サービス提供の都度利用者からの確認を受ける

こと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・サービスを提供したことについての利用者の確認に漏れがあった。 

・訪問系及び通所系サービスにおいて、サービス提供日ごとではなく、後日一括して確認

を得ていた。 

  

※ 施設入所支援や共同生活援助等の入所・居住系サービスについては、記録を適切に

行うことができる場合においては、後日一括して記録、確認を受けても差し支えあり

ません。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（９）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

サービスの提供の記録 

① 記録の時期 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の提供日、提供したサ

ービスの具体的内容、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括し

て記録するのではなく、サービス提供の都度記録しなければならないこととしたものである。 

② 利用者の確認 

サービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続を確保する観点から、利用者の

確認を得なければならないこととしたものである。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第４の３（２）】（※ 療養介護の基準を例示） 

サービスの提供の記録 

① 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際には、当該療養介護の提供日、提供したサー

ビスの具体的内容、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項についての記録を適切に行う

ことができる場合においては、これらの事項について後日一括して記録することも差し支えないこ

ととしたものである。 

②については居宅介護と同様。 

 



14 

 

 

⑤ 利用者負担額等の受領について（全事業共通） 

・食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材費及び調理等に係る費用に相当する額を基

本とすること。ただし、食事提供体制加算を算定している場合や共同生活援助事業におい

ては、食材料費に係る費用のみ徴収すること。 

・送迎加算を算定している場合において、送迎に係る燃料費を利用者から徴収する場合は、

燃料費の実費が送迎加算の額を超えることを明確にすること。また障害児通所事業におい

ては送迎に係る費用の徴収はできないこと。 

・入浴支援加算を算定している場合において、入浴に係る光熱水費を利用者から徴収する場

合は、光熱水費の実費が入浴支援加算の額を超えることを明確にすること。（生活介護） 

・お世話料、管理協力費、共益費、施設利用保証金といったあいまいな名目の費用の徴収は

認められないため、内訳を明確にすること。 

・指定訪問系サービスにおいては、通所の事業の実施地域以外の地域を訪問した際に、交通

費の額の支払いを受けることができること。 

・利用者負担額について変更する場合は、改めて利用者等の同意を文書にて得ること。 

・利用者負担額の支払いを受けた際には、領収書を交付すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・食事の提供に要する費用から控除すべき食事提供体制加算を控除せずに利用者から食

費を徴収していた(注 1)。 

・利用者から食材料費を過大に徴収し、その残額について利用者に返還せず事業所の収

益としていた。 

※ 経済的虐待とみなされ行政処分が科される場合があります。55 ページ参照） 

・入浴にかかる光熱水費から控除すべき入浴支援加算について控除せずに利用者から費

用を徴収していた。 

・送迎に係る燃料費等の実費が送迎加算の額を超えた金額かどうかの検証がされていな

かった。 

・日常生活費や維持管理費等を共益費というあいまいな名目で徴収していた。(注 2) 

・訪問系サービスにおいて、通常の事業の実施地域内の利用者から交通費の支払いを受

けていた。(注 3) 

・利用者負担額についての変更について通知するのみで文書での同意を得ていなかった。 

・利用料の支払いを口座振替で受けたが、領収書を交付していなかった。 

 

注 1 不適切な食事代の徴収例 

食事代６００円（内訳：人件費３５０円、食材料費２５０円）にも関わらず、食事提供体制加算を

算定している利用者から食事代として３００円を徴収していた 

① 食事提供体制加算３００円を人件費に充当 

② 人件費と加算額の差額５０円（３５０円－３００円）は利用者に負担を求めることはできな

いが食事代に含めて算定 

③ ３００円（食材料費２５０円＋人件費と加算額の差額５０円）を利用者負担としていた 
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低所得者については、食事のうち人件費相当分を報酬に加算することで、食事にかかる実費負担に

ついては食材料費のみ徴収できることとしているので、加算額が人件費に満たない場合に、当該不足

額を低所得利用者に転嫁することは認められません。 

 

注 2 共益費はあいまいな名目であるため，適切ではありません。利用者に支払いを求める場合は、

明確な名目を定め，具体的な内訳や内容を説明し，同意を得るようにしてください。 

 

注 3 訪問系サービスでは、通常の事業の実施地域においてサービスを提供した場合は交通費の支払

いを受けることはできません。通常の事業の実施地域以外の地域においてサービスを提供した場合、

通常の事業の実施地域を超えた部分の移動に要した実費の支払いを受けるようにしてください。 

 

【平２４条例第５３号第１０５条】（※ 短期入所の基準を例示） 

3 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜

に要する費用のうち規則で定める費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 

【平２４県規則第６１号第２５条】 

条例第百五条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。 

一 食事の提供に要する費用 

二 光熱水費 

三 日用品費 

四 前三号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当

と認められるもの 

 

【平１８厚生労働省告示第545号「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費

用に係る利用料等に関する指針」】 

二 食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料 

 イ 食事の提供に要する費用に係る利用料 

食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材費及び調理等に係る費用に相当する額を基本と

すること。ただし、低所得者等(※)については、食材料費に相当する額とすること。 

 ※ 告示記載を省略し、低所得者等と記載 

 

【平１８障発第１２０６００２号「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いにつ

いて」】 

２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

（１）略 

（２） 介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の受

領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といった

あやふやな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。 

３ 「その他の日常生活費」の具体的な範囲 

（１）略  （２）略 

（３） 利用者の希望によって、送迎を事業者又は施設が提供する場合に係る費用（送迎加算を算定

している場合においては、燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合に限る。） 

 

【平２４障発０３３０第３１号「児童通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の

取扱いについて」】 

３ 「その他の日常生活費」の具体的な範囲 

（１）略  （２）略  ※上記（３）に相当する記載無し 
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⑥ 個別支援計画について（全事業共通） 

(1) 作成者 

・個別支援計画の作成に関する業務は、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以

下「サービス管理責任者等」という）が行うこと。 

・計画の作成について、サービス管理責任者等が行っていることを明確にしておくこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・支援員等の担当職員が計画を作成している。 

・計画作成者名欄に別の担当職員の氏名が記載されている、又は作成者名が記載され

ていない等、書類上そのことが明確でない。 

 

計画作成に関する業務（アセスメント、計画の原案の作成、担当者会議の開催、モニタ

リング等）はサービス管理責任者等が行う業務です。 

必ずサービス管理責任者等が担当するとともに、書類上もサービス管理責任者等が担当

したことを明確にして、記録に残してください。各業務について実施した書類（記録）が

なければ「実施していない」という判断となることもありますのでご注意ください。 

 

【平２４条例第５３号第６０条】（※ 療養介護の基準を例示） 

１ 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画の作成

に関する業務を担当させるものとする。 

 

 

⑥(2) アセスメントの実施 

・アセスメントに当たっては、サービス管理責任者等が利用者に面接して行うこと。 

・アセスメントを実施した際は、漏れなく記録を残しておくこと。 

・利用者に対してアセスメントを行った場合は、日付を記載すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・アセスメントをサービス管理責任者等以外の職員が担当している事例が見受けられた。 

・アセスメントを実施した記録が残されていなかった。 

 

【平２４条例第５３号第６０条】（※ 療養介護の基準を例示） 

２ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、

その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望す

る生活及び課題等の把握（アセスメント）を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な

支援内容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。

この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得

なければならない。 
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⑥(3) 計画の原案作成 

・サービス管理責任者等は、計画の原案を作成すること。 

・利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させ

るための課題、目標及びその達成時期、サービス提供する上での留意事項等について記載

すること。 

 

→運営指導での事例・・・計画の原案を作成せず、担当者会議を行っていた。 

 

サービス管理責任者等はアセスメントの結果に基づき、必要項目を盛り込んだ計画の原

案を作成する必要があります。 

その原案について担当者に意見を求める場が担当者会議です。必ず原案作成後に担当者

会議を開催して下さい。 

 

【平２４条例第５３号第６０条】（※ 療養介護の基準を例示） 

４ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の

生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の

目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案

を作成しなければならない。 

 

 

⑥(4) 担当者会議の開催（居宅サービスを除く） 

・計画の作成や見直しに当たっては、サービスの提供に当たる担当者を招集して行う会議を

開催すること。（テレビ電話等を活用しての実施も可） 

・計画の作成に係る会議を開催した際は、協議の内容等を記録に残しておくこと。 

・担当者会議については、原則として利用者（障害児の場合は当該障害児と保護者）が同席

した上で行うこと。 

 

 →運営指導での事例・・・ 

・担当者会議を開催していなかった。 

・担当者会議についての記録が作成されていなかった。または記録が不十分だった。 

・担当者会議に利用者を同席させていなかった。 

 

サービス管理責任者等は計画作成に当たっては、計画の原案の内容について意見を求め

るための担当者会議を開催することが求められています。 

計画作成に係る担当者会議を開催した際は、開催日、参加担当者、会議の検討内容等を

記録しておくようお願いします。 

また、担当者会議は原則として利用者が同席した上で行わなければならず、当該利用者

の病状等により会議への同席が困難な場合等、やむを得ない場合でもテレビ電話装置の活

用や、障害児の場合は会議の開催前に担当者等が障害児や保護者に直接会う等、同席以外

の方法により希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認してください。 
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【平２４条例第５３号第６０条】（※ 療養介護の基準を例示） 

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者及び当該利用者に対する指定療

養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、

前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第４の３(7)】（※ 療養介護の基準を例示） 

療養介護計画の作成等 

② 個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。

ただし、例えば当該利用者の病状により、会議への同席自体が極めて困難な場合等、やむを得ない

場合については、例外的にテレビ電話装置の活用等、同席以外の方法により希望する生活およびサ

ービスに対する意向等を改めて確認することで差し支えない。 

 

 

⑥(5) 計画の説明と同意及び交付 

・サービス管理責任者等は、利用者又はその家族に対して計画の内容を説明すること。 

・サービス管理責任者等は、文書により計画の内容について同意を得ること。 

・サービス管理責任者等は、計画を作成したときは、利用者及び特定相談支援事業者等に交

付すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・サービス管理責任者等が利用者に対して計画内容の説明と同意及び計画の交付をして

いなかった。 

・サービス管理責任者等が利用者等に対して指定計画相談支援等を行う相談支援事業者

へ計画の交付をしていなかった。 

・計画の策定から説明及び同意の取得までに相当の期間を要していた。 

 

計画を作成した際は、できるだけ速やかに利用者又はその家族に対して計画内容の説明

と文書による同意及び計画の交付をしておくとともに、利用者に対して計画相談支援を行

う相談支援事業者へも交付を行うようお願いします。 

 

【平２４条例第５３号第６０条】（※ 療養介護の基準を例示） 

６ サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成したときは、当該療養介護計画を利用者及び指定特

定相談支援事業者等に交付しなければならない。 

 



19 

 

 

⑥(6) モニタリングの実施及び計画の見直し 

・サービス管理責任者等がモニタリングを行うこと。 

・定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

・モニタリングの結果をもとに、少なくとも６月に１回以上、計画の見直しを行い、必要に

応じて計画の変更を行うこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・モニタリングをサービス管理責任者等以外の職員が担当している事例が見受けられた。 

・モニタリングの記録がなかった。 

・６月に１回以上、計画の見直しを実施していなかった。 

 

サービス管理責任者等は、計画の作成後、計画の実施状況を把握することが求められて

おり、６月に１回以上の頻度で計画を見直し、必要に応じて計画の変更を行わなければい

けません。 

また、モニタリング等の結果、計画の変更が不要であると判断した場合においても、当

該判断を行った担当者会議等の検討の記録を作成するとともに、変更なしとした計画につ

いて利用者等へ説明し同意を得てください。当該検討の記録や同意を得た計画がない場合、

「６月に１回以上の計画の見直しを行っていない」という判断となることもありますので

ご注意ください。 

 

【平２４条例第５３号第６０条】（※ 療養介護の基準を例示） 

８ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者につい

ての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも

６月に１回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとす

る。 

９ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に

行うこととし、特段の事情のない限り、規則で定めるところにより行わなければならない。 

 

【平２４県規則第６１号第１１条】（※ 療養介護の基準を例示） 

 モニタリングの実施は、次に定めるところにより行うものとする。 

一 定期的に利用者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 
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◎もし個別支援計画を作成しない状態でサービスを提供していたら…… 

 

●個別支援計画未作成減算（居宅サービスを除く） 

次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、該当する

利用者につき減算が算定されます。 

① サービス管理責任者等によって個別支援計画が作成されていないこと。 

② 指定障害福祉サービス基準等に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切

に行われていないこと。 

 

算定される単位数は、減算が継続している期間に応じて以下の通りとなります。 

(1) 減算が適用される月から３月未満の月…所定単位数の７０％を算定。 

(2) 減算が適用される月から連続して３月以上の月…所定単位数の５０％を算定。 
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⑦ 運営規程について（全事業共通） 

・必要事項について全て記載すること。 

・従業者の員数や営業日・営業時間、利用料金等に係る記載について実態に合わせること。 

・運営規程を変更した際は県に届け出ること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・記載必要項目が実態と異なっている、または、記載がない。 

 

＜運営規程に記載が必要な項目＞ 

事業種類 必要項目 

居宅介護・重度訪問介護 

同行援護・行動援護 
①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑱ 

療養介護 ①・②・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫ 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

就労選択支援 

①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑱ 

就労移行支援 

就労継続支援Ｂ型 
①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑱・⑲ 

短期入所 ①・②・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑱ 

重度障害者等包括支援 ①・②・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑱ 

就労継続支援Ａ型 ①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑬・⑲ 

就労定着支援 

自立生活援助 
①・②・③・④・⑤・⑦・⑧・⑨・⑱ 

共同生活援助 

（外部サービス利用型除く） 

①・②・④※・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑱ 

 ※体験利用を提供する際は、その旨明記すること 

共同生活援助 

（外部サービス利用型） 

①・②・④※・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑭・⑱ 

※体験利用を提供する際は、その旨明記すること 

障害者支援施設 
①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑪・⑫・⑮・⑯・⑱ 

 ※③及び⑤は昼間実施サービスに係るもの 

地域移行支援 

地域定着支援 
①・②・③・⑤・⑦・⑧・⑨・⑰・⑱ 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 
①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫ 

居宅訪問型児童発達支援 

保育所等訪問支援 
①・②・③・④・⑤・⑥・⑧・⑨・⑪ 

障害児入所施設 ①・②・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫ 
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① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ※ 職種ごとに配置基準を満たす範囲内で「〇名以上」という記載で差し支えありません。 

③ 営業日及び営業時間 

④ 指定障害福祉サービス等の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及び

その額 ※ 金額まで記載が必要です。  

⑤ 通常の事業の実施地域 ※ 客観的にその区域が特定されるものとしてください。 

⑥ 緊急時等における対応方法 

⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

  （事業の主たる対象とする利用者） 

⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 

  ※ 次の事項について記載してください。 

   (1) 虐待の防止に関する担当者の選定 

   (2) 成年後見制度の利用支援（障害児対象サービスを除く） 

   (3) 苦情解決体制の整備 

   (4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

   (5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等に関すること 

⑨ その他運営に関する重要事項 

⑩ 利用定員・入居定員（提供できる利用者の数） 

⑪ サービス利用に当たっての留意事項 

⑫ 非常災害対策 

⑬ 指定障害福祉サービス等の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及び工賃並びに

利用者の労働時間及び作業時間 

⑭ 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地 

  ※ 事業者・事業所それぞれについて名称と所在地の記載が必要です。 

⑮ 提供する施設障害福祉サービスの種類 

⑯ 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

⑰ 指定障害福祉サービス等の提供方法及び内容並びに給付決定障害者から受領する費用

及びその額 

⑱ 市町により地域生活支援拠点等として位置付けられている場合はその旨 

⑲ 施設外支援を行う場合はその内容、施設外就労を提供している場合はその旨、在宅で

提供する場合は在宅で実施する訓練内容及び支援内容 

  

※障害福祉サービス等・・・障害福祉サービス、障害者支援施設、地域相談支援、 

                障害児通所支援、障害児入所施設等 

 ※支給決定障害者等・・・・支給決定障害者、通所給付決定保護者、入所給付決定保護者等 
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⑧ 勤務体制の確保等（全事業共通） 

・事業所ごとの勤務表において、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等

を明確にすること。 

・従業者の資質向上のために、研修の機会を確保すること。 

・職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の

方針を明確化し、従業者に周知啓発すること。 

・職場におけるハラスメントについて、相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等に

より、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・勤務表が作成されていない。 

・勤務表において必要事項が記載されていない。 

・複数の事業所を兼務している従業者の勤務時間が事業所ごとに分割されていない。 

・従業者に対して研修を実施していない。 

・研修に参加できなかった従業者に対して研修の内容を周知していない。 

・パワーハラスメントについての防止の規定がない。 

・ハラスメントの相談窓口が従業者に周知されていない。 

 

職員の勤務状況の把握があいまいであると、人員基準違反状態や加算の要件の不備につ

ながりますので、次ページの例のような必要事項を記載した勤務表を作成し、適切な従業

者の配置を心がけてください。 

 

また、ハラスメントについては、事業所の規模や従業員数にかかわらず、①事業者の方

針等の明確化及びその周知・啓発、②相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために

必要な体制の整備（相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等）を行ってください。 

具体的なハラスメント対策については、以下の厚生労働省のホームページをご参照くだ

さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00012.html  

 

【平１８厚令第１７１号第３３条】（※ 居宅介護の基準を例示） 

１ 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事

業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

４ 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 
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＜勤務表作成例＞ 

 
 

 

 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（２２）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

① 基準第３３条第１項は、指定居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業

者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス

提供責任者である旨等を明確にすることを定めたものであること。 
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⑨ 業務継続計画の策定等について（全事業共通） 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者等に対するサービスの提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定すること。 

・業務継続計画に必要事項を盛り込むこと。 

・従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・業務継続計画を作成していなかった、または必要事項が記載されていなかった。 

・業務継続計画の研修及び訓練を必要な回数実施していなかった、又は実施した記録を

作成していなかった。 

※ 研修及び訓練：施設入所サービス     …年２回以上 

訪問・通所・居住系サービス…年１回以上 

その他新規採用時にも研修を実施することが望ましい 

 

業務継続計画の作成については、厚生労働省のホームページを参照ください。 

感染症：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

自然災害：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（２３）】より抜粋（※ 居宅介護の基準を例示） 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。 

 ア 感染症に係る業務継続計画 

  ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

  ｂ 初動対応 

  ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

 イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等） 

  ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

  ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上（注））な教育を開催すると

ともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できる

よう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した

場合に実践する支援の演習等を定期的（年１回以上（注））に実施するものとする。なお、感染症

の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実

施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切

に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

注 障害者支援施設及び障害児入所施設においては年２回以上 
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◎もし業務継続計画を作成していなかったら…… 

 

●業務継続計画未策定減算 

感染症又は自然災害の業務継続計画のいずれかあるいは両方が策定されていなかった場

合、事実が生じた月から策定されるに至った月まで、サービスの種別に応じて遡及して減

算が適用されます。 

(1) 施設・居住系サービス…所定単位数の３％を減算 

(2) 訪問・通所系サービス…所定単位数の１％を減算 

     

【令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL．１】 

問１５ 業務継続計画未策定減算② 

行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が

生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

 

答 

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点で

はなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

例えば、生活介護事業所が、令和６年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明

した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策

定を行っていない場合）、令和６年10月からではなく、令和６年４月分の報酬から減算の対象とな

る。 

また、居宅介護事業所等の令和７年４月から業務継続計画未策定減算の対象となるサービスの事業

所について、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和７

年４月分の報酬から減算の対象となる。 
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⑩ 定員の遵守について（療養介護等） 

・やむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えてサービス提供を行わないこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・利用定員を超えたサービス提供が常態化していた。 

 ※ 特に児童発達支援・放課後等デイサービス事業所で利用定員を超えて受け入れているケー

スが多いです。 

  

 利用者に対するサービス提供に支障が生ずることのないよう、原則として事業所が定め

る利用定員を超えた利用者の受入は禁止されています。 

適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規

の利用者を当該事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存在する

場合に限り、一定の範囲内で利用定員を超えた受入は可能ですが、定員超過が常態化して

いる場合には定員の変更について検討してください。 

 

【平２４条例第５３号第７１条】（※ 療養介護の基準を例示） 

指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第４の３（１８）】より抜粋（※ 療養介護の基準を例示） 

 利用者に対する指定療養介護の提供に支障が生ずることのないよう、原則として、指定療養介護事

業所が定める利用定員（指定療養介護の事業の専用の病室のベッド数）を超えた利用者の受入を禁止

するものであるが、次に該当する利用定員を超えた利用者の受入れについては、適正なサービスの提

供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定療養介護事業

所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能とすることとし

たものである。 

① １日当たりの利用者の数 

 ア 利用定員50人以下の指定療養介護事業所の場合 

   １日当たりの利用者の数（複数の指定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該

指定療養介護の単位ごとの利用者の数。以下イ及び②において同じ。）が、利用定員（複数の指

定療養介護の単位が設置されている場合にあっては、当該指定療養介護の単位ごとの利用定員。

イ及び②において同じ。）に110％を乗じて得た数以下となっていること。 

 イ 利用定員51人以上の指定療養介護事業所の場合 

   １日当たりの利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に105％を乗じて得た数に55

を加えて得た数以下となっていること。 

② 過去３月間の利用者の数 

過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に105％を乗じて得た数 

以下となっていること。 

 

※ ①及び②については各サービスごとに異なります（次ページの表参照）のでご注意ください。 
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◎もし定員の超過が一定の範囲を超えてしまったら…… 

 

●定員超過利用減算 

１日当たりの利用実績又は過去３月の利用実績が下表に記載の場合に該当すると定員超

過利用減算が適用され、所定単位数の７０％を算定することになりますのでご注意くださ

い。 

     

以下に該当する場合は当該１日又は当該１月間について利用者全員につき減算の対象となります。

①生活介護、自立
訓練（機能訓練・生
活訓練）、就労移
行支援、就労継続
支援（A型・B型）

②療養介護、短期
入所、宿泊型自立
訓練、施設入所支
援

③児童発達支援※、
放課後等デイサービ
ス、共生型障害児通
所支援、基準該当通
所支援

④障害児入所支援
（指定発達支援医
療機関を除く）

利用定員
５０人以下

利用者数＞利用定
員×１５０％

利用者数＞利用定
員×１１０％

利用者数＞利用定
員×１５０％

入所者数＞入所定
員×１１０％

利用定員
５１人以上

利用者数＞（利用定
員－５０）×１２５％
＋７５

利用者数＞（利用定
員－５０）×１０５％
＋５５

利用者数＞利用定
員＋（利用定員－５
０）×２５％＋２５

入所者数＞入所定
員＋（入所定員－５
０）×５％＋５

利用定員
１１人以下

過去３月間の延べ利用
者数＞（利用定員＋３）
×過去３月間の開所日
数

過去３月間の延べ利用
者数＞（利用定員＋３）
×過去３月間の開所日
数

利用定員
１２人以上

過去３月間の延べ利用
者数＞利用定員×過
去３月間の開所日数×
１２５％

過去３月間の延べ利用
者数＞利用定員×過
去３月間の開所日数×
１２５％

※旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援を除く

障害福祉サービス事業者等 障害児通所支援事業者等

１日当たりの
利用実績

過去３月間の
利用実績

過去３月間の延べ利用
者数＞利用定員×過

去３月間の開所日数×
１０５％

過去３月間の延べ入所
者数＞入所定員×過

去３月間の開所日数×
１０５％

対象サービス

減算の対象
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⑪ 非常災害対策について（療養介護等） 

・消防計画及び風水害、地震、津波等の災害に対処するための計画を策定すること。 

・定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・津波や風水害に対処するための計画が策定されていない。 

・定期的な避難訓練等を実施していない。 

 ※ 消防法施行規則第 3 条第１０項において、次の施設は年２回の消火訓練及び避難訓練の実

施が義務付けられています。 

    障害児入所施設、障害者支援施設、児童発達支援施設、放課後等デイサービス事業所、 

生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助を行う施設 

 

平成 29 年度に「水防法・土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒

区域内の要配慮者利用施設(※)の管理者等は、避難確保計画の作成及び市町村長への報告、

並びに避難訓練の実施が義務となりました。 

 ※市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象となりますので、事業所 

所在市町の地域防災計画をご確認ください。 

この要配慮者利用施設の避難確保計画の点検に際しては、「水害・土砂災害に係る要配慮

者利用施設における避難計画点検マニュアル」（『「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設

における避難計画点検マニュアル」の周知及び点検の実施について』（平成 29 年 6 月

19 日付け障企発 0619 第 2 号他）の別紙２）の記載内容も参考にしてください。 

 

【平２４条例第５３号第７２条】（※ 療養介護の基準を例示） 

２ 指定療養介護事業者は、利用者の特性、当該指定療養介護事業所の周辺地域の環境等を踏まえ、

火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における利

用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画を策定し、定期的に従業者に周知しな

ければならない。 

 

【厚生労働省老健局通知「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について」】  

２ 非常災害対策計画の策定及び避難訓練について 

 非常災害対策に盛り込む項目としては、以下の例が考えられる。 

【具体的な項目】 

・介護保険施設等の立地条件（地形 等） 

・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認 等） 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員 等） 

・避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時 等） 

・避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等） 

・避難経路（避難場所までのルート(複数)、所要時間 等） 

・避難方法（利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等) 等） 

 ・災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等）  

・関係機関との連携体制  等 
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⑫ 安全計画の策定等について（障害児対象サービス） 

・安全計画について作成すること。 

・安全計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施すること。 

・安全計画について通所給付決定保護者に対し周知すること。 

 

→運営指導での事例・・・安全計画を作成していない。 

 

「安全計画」…障害児の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検、従業者、障

害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他

の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業

所における安全に関する事項についての計画 

 

☆具体的な取扱いについては、こども家庭庁支援局長通知「障害児支援における安全計画

について」（令和６年７月４日付こ支障第１６９号）をご確認ください。 

 

【平２４条例第５１号第４１条の２】（※ 児童発達支援の基準を例示） 

１ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、

当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取

組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業

者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下

この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。 

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して通所給付決定保護者との連携が図られ

るよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければなら

ない。 

 

【「障害児支援における安全計画について」（令和６年７月４日付こ支障第１６９号）】 

〇 安全計画の具体的な内容としては、 

・ 事業所等の設備（備品、遊具、防火設備、避難経路等）や、散歩コースや公園など定期的に利用

する場所も含めた事業所等内の安全点検 

・ 通常の支援の場面、リスクが高い場面（午睡、食事、プール・水遊び等）、緊急対応が必要な場

面（災害、不審者の侵入、火事等）における役割分担や留意点を明確にしたマニュアルの策定・共

有 

・ こどもに対する安全対策の周知（事業所等の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通

安全等） 

・ 保護者に対する説明・情報共有（安全計画や安全に関する取組の説明・共有等） 

・ 職員の研修・訓練（地震・火災・地域特性に応じた様々な災害を想定した避難訓練、救急対応の

実技講習、不審者の侵入を想定した実践的な訓練、事故予防に関する研修の受講等） 

・ 再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析・対策や職員間での共有等） 

・ その他の安全確保に向けた取組（地域住民や地域の関係者・関係機関と連携した取組、登降園シ

ステムを活用した安全管理等） 

などが挙げられる。 
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⑬ 衛生管理等について 

(1) 浴槽水の管理（浴槽を利用する全サービス） 

・浴槽水の残留塩素濃度が通常で 0.4mg／L 程度を保ち、最大でも 1mg／L を超えないよ

うにすること。 

・浴槽水の残留塩素濃度を毎日測定し、結果を記録しておくこと。 

・浴槽水は年１回以上水質検査を行い、レジオネラ属菌に汚染されていないか確認すること。 

・循環配管は年１回程度洗浄・消毒すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・塩素濃度が適切でない。 

・塩素濃度測定、水質検査、洗浄・消毒を行っていない。 

 

循環式浴槽等を採用している施設では、レジオネラ属菌等が増殖する可能性があるため、

定期的な洗浄・消毒や適切な管理をお願いします。 

 

【平 12 生衛発第 1811 号公衆浴場における衛生等管理要領 III 第１の 5(5)】 

浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常 0.4mg

／L 程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大１mg／L を超えないよう努めること。結合塩素のモノクロラミン

の場合には、３mg／L 程度を保つこと。また、当該測定結果は検査の日から３年間保管すること。 

 

【平 15 厚告第 264 号｢レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」】 

三 維持管理上の措置 

維持管理上の措置として、次に掲げる措置を講ずることが必要である。 

１ 浴槽水は、少なくとも一年に一回以上、水質検査を行い、レジオネラ属菌に汚染されていないか否かを確認する

こと。ただし、ろ過器を設置して浴槽水を毎日、完全に換えることなく使用する場合など浴槽水がレジオネラ属菌

に汚染される可能性が高い場合には、検査の頻度を高めること 
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⑬(2) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止（全事業共通 ※訪問系は感染症のみ） 

・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

・事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに訓練を定期的に実施すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会を開催していなかった、又

はその結果を従業者に周知していなかった。 

※ 委員会の開催：訪問系サービス…おおむね６月に１回以上 

それ以外   …おおむね３月に１回以上 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備していなかった、又は

必要事項が盛り込まれていなかった。 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を必要回数実施して

いなかった。 

※研修及び訓練の実施：訪問系サービス…年１回以上 

それ以外   …年２回以上 

          その他新規採用時にも実施すること 

 

指針の作成や研修の実施については、厚生労働省のホームページに掲載の「障害福祉サ

ービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」等を活用してください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

 

【平２４条例第５３号第７３条】（※ 療養介護の基準を例示） 

2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。 

三 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第４の３（２０）】（※ 療養介護の基準を例示） 

② 感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次

のアからエまでの取扱いとすること。 

ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

感染対策委員会は、幅広い職種により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にす

るとともに、専任の感染対策を担当する者を決めておくことが必要である。感染対策委員会は、

入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上（注１）、定期的に開催するとと

もに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 
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 イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 

   指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理、日常の支援にかかる感染対策等、発生時の対応

としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課

等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における事業所

内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

ウ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な教育（年２回以上（注２））を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研

修を実施することが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受け

て行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。 

   また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

エ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレー

ション）を定期的（年２回以上（注２））に行うことが必要である。訓練においては、感染症発

生時に迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所何役割

分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適

切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

 注１ 訪問系サービスの場合はおおむね６月に１回以上 

 注２ 訪問系サービスの場合は年１回以上 
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⑭ 秘密保持等について（全事業共通） 

・事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。 

・他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供す

る際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておくこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・従業者と退職後の秘密保持について取り決め等を行っていなかった。 

 ※ 就業規則では退職した元従業者に対して懲戒することができないので、雇用契約時に誓約

書を徴するなどの措置を講じるとよいです。 

・他の障害福祉サービス事業者等に情報提供することについて、利用者又は家族の同意

を文書で得ていなかった。 

 

【平２４条例第５３号第３７条第２項】（※ 居宅介護の基準を例示） 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じておかなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報

を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならな

い。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（２７）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

② 指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者及び管理者であった者

が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ること

を義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者

等が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取

り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 従業者が利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、他の指定障害福祉サービス事

業者と共有するためには、指定居宅介護事業者等は、あらかじめ、文書により利用者又はその家族

から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意は、サービス提供開始時に利用

者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 
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⑮ 苦情解決について（全事業共通） 

・苦情を受け付けるための相談窓口や苦情解決の体制及び手順等を定めること。 

・苦情を受け付けた場合には記録して５年間保存すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・苦情を受け付けた際の解決のための体制や手順が定められていなかった。 

・苦情を受け付けるための記録様式を作成しておらず、苦情の記録を行っていなかった。 

 

【平２４条例第５３号第４０条】（※ 居宅介護の基準を例示） 

１ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければ

ならない。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（２９）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

① 「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び手順等当該事業所における苦

情を解決するための措置を講ずることをいうものである。当該措置の概要については、利用申込者

にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示することが望ましい。 

② 苦情に対し指定居宅介護事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、

内容等を記録することを義務付けたものである。 

また、指定居宅介護事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認

識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

 



36 

 

 

⑯ 事故発生時の対応について（全事業共通） 

・事故の状況及び事故に際してとった処置について、記録すること。 

・サービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町、当該利用者の家族等に報告をす

ること。 

 

→運営指導での事例・・・事故発生の報告を県又は市町にしていない。 

 

次の１から４の場合、事業者を指定する県又は市町及び事故にあった利用者の支給決定

市町村等へ速やかに報告して下さい。 

１ サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生 

※ 報告を要するケガの程度は外部の医療機関で治療を受けた場合を原則とし、事業者側の

過失の有無を問いません。 

２ 食中毒及び感染症の発生 

３ 職員（従業者）の法令違反・不祥事件等の発生 

４ その他、報告が必要と認められる事故の発生 

 

☆具体的な取扱いについては、石川県障害保健福祉課のホームページを参照ください。 

障害福祉サービス事業者における事故発生時の報告の取扱いについて（平成２５年３月

８日障福第３５２０号） 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/jiritsushienfukushi/jikohoukoku.html 

 

【平２４条例第５３号第４１条第１項】（※ 居宅介護の基準を例示） 

１ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、県、

市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/jiritsushienfukushi/jikohoukoku.html
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●令和７年３月３１日で経過措置が終了となる事項について 

 

◎ 地域移行等意向確認担当者等の選任について（障害者支援施設） 

以下の①～③の取組を実施してください。 

① 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への意向に関する移行の把握、利用者の

当該施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該施

設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（地域移行

等意向確認等）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるととも

に、地域移行等意向確認担当者を選任しなければなりません。 

② 地域移行等意向確認担当者は、①の指針に基づき、地域移行等意向確認等を実施し、

アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管

理責任者に報告するとともに、当該内容を施設サービス計画の作成に係る会議に報告し

なければなりません。 

③ 地域移行等意向確認等担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第７７条第

３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う

者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生

活への意向に向けた支援を行うよう努めなければなりません。 

 

◎ 地域移行等意向確認体制未整備減算について 

令和８年４月１日以降、上記①及び②の取組を適切に行っていない場合、１日につき

５単位が所定単位数から減算されます。 
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４．変更の届出について 

 

 

 

障害者総合支援法令に規定されている届出事由に変更が生じた際には、10 日以内に県

への届出が必要になります。以下は各事業における届出を要する変更事由です。 

 

変更の届出が必要な場合（障害者総合支援法第４６条、同法施行規則第３４条の２３ほか） 
   

 
 

必要（添付）書類 
居
宅
介
護 

重
度
訪
問 

同
行
援
護 

行
動
援
護 

療
養
介
護 

生
活
介
護 

短
期
入
所 

重
度
包
括
支
援 

自立訓練 

就
労
移
行 

就労継続 

就
労
定
着 

自
立
生
活
援
助 

共
同
生
活
援
助 

障
害
者
支
援
施
設 

一
般
相
談
支
援 

機
能 

生
活 

Ａ
型 

Ｂ
型 

1 事業所（施設）の名称 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 事業所（施設）の所在地（施設の設置の場所） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
届出者（設置者）の名称 

届出者（設置者）の主たる事務所の所在地 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 届出者（設置者）の代表者の氏名、生年月日、住所又は職名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 
届出者（設置者）の定款等（定款等は就労継続支援 A 型事業所に限る。）及び

その登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するものに限る） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 提供する障害福祉サービスの種類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 
第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスの種類又は第三者の

事業所の名称若しくは所在地 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8 事業所の平面図並びに設備の概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

9 従たる事業所の追加又は休止・廃止、若しくは移転 - - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ - 

10 共同生活援助の追加又は休止・廃止、若しくは移転 - - - - - - - - - - - - ○ - - 

11 事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日、住所又は経歴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 事業所のサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所又は経歴 ○ - - - ○ - - - - - - - - - - 

13 事業所（施設）のサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所又は経歴 - ○ ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

14 事業所の相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及び経歴 - - - - ○ - - - - - - - - - ○ 

15 事業の主たる対象者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16 運営規定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 事業所の種別（併設型・空床型の別） - - - 〇 - - - - - - - - - - - 

18 併設型における利用者の推定数又は空床型における当該施設の入所定員 - - - 〇 - - - - - - - - - - - 

19 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容 - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ - 

20 他の障害福祉サービス等を行う者との連携体制及び支援の体制の概要 - - - - - - - - - - - - ○ - - 

21 利用定員 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ - 

22 生活介護、療養介護又は施設入所支援の単位数 - ○ ○ - - - - - - - - - - ○ - 

23 介護給付費等の請求に関する事項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

24 
共同生活援助の種別（介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービ

ス利用者型） 
- - - - - - - - - - - - ○ - - 

25 連携する公共職業安定所等の名称 - - - - - - - 〇 - - - - - - - 

 ※上記以外の事項に変更があった場合は、石川県障害保健福祉課にお問い合わせください。 
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変更の届出が必要な場合（児童福祉法第２１条の５の２０、同法施行規則第１８条の３５ほか） 
      

番号 変更があった事項 

障害児通所 障害児入所 

障
害
児 

相
談
支
援 

児
童
発
達
支
援 

セ
ン
タ
ー 

児
童
発
達
支
援 

（セ
ン
タ
ー
以
外
） 

医
療
型 

児
童
発
達
支
援 

放
課
後
等 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

居
宅
訪
問
型 

児
童
発
達
支
援 

保
育
所
等 

訪
問
支
援 

福
祉
型 

障
害
児
入
所 

医
療
型 

障
害
児
入
所 

1 事業所（施設）の名称 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

2 事業所（施設）の所在地（設置の場所） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

3 申請者（設置者）の名称 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

4 主たる事業所の所在地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

5 代表者の氏名又は住所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

6 
登記簿の謄本又は条例等（当該指定に関する

ものに限る） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

7 
医療法第７条の許可を受けた病院又は診療所

であること 
― ― ○ ― ― ― ― ○   

8 事業所（施設）の平面図又は設備の概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

9 事業所（施設）の管理者の氏名又は住所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

10 
事業所（施設）の児童発達支援管理責任者の

氏名又は住所 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

11 主たる対象者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

12 運営規程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

13 障害児（入所・通所）費の請求に関する事項 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

14 
協力医療機関の名称若しくは診療科名又は当

該協力医療機関との契約内容 
○ ○ ○ ― ― ― ○ ○   

※上記以外の事項に変更があった場合は、石川県障害保健福祉課にお問い合わせください。 

※変更日ごとに様式第 2 号（変更届出書）を提出してください。同一変更日であれば、一枚にまとめて提出しても構いません。 

※「13 障害児（入所・通所）費の請求に関する事項」については、毎月１５日までに提出した場合は原則「翌月１日」から算定できます。 

１６日以降に提出した場合は「翌々月１日」から算定します。有資格者や経験者の異動等で加算区分に変更が生じる場合も提出してください。 

 

☆申請・届出については、石川県障害保健福祉課のホームページを参照ください。 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/shinsei/shinsei-top.html 

 

 
障害者総合支援法第 46条第 1項（変更の届出等）   

  指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事

項に変更があったとき、・・十日以内に、その旨を県知事に届け出なければならない。 
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５．請求に関する指導事例から 

 

① 記録の不備について 

(1) 欠席時対応加算について（生活介護等） 

・利用者からの利用中止の連絡があった日や、当該利用者の状況及び実施した相談援助の内

容を漏れなく記録しておくこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・利用を中止した旨の記録はあったが、利用者の状況や相談援助の内容の記録が残され

ていなかった。 

 

当該加算は、利用者が急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が利用者

又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談

援助の内容等を記録した場合に算定可能です。 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の２(６)⑩】（※ 生活介護の基準を例示） 

報酬告示第６の７の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。 

（一） 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中

止の連絡があった場合について算定可能とする。 

（二）「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用

者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、

当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。 

 

 

①(2) 緊急短期入所受入加算（短期入所） 

・緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録してお

くこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・緊急の受入れを行う理由について記録がされていなかった。 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の２(７)⑳】 

㈠ 酬告示第７の９のイの緊急短期入所受入加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。 

ウ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこ

と。 

（加算(Ⅱ)についても同様の記載あり） 
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①(3) 入院・外泊時加算（障害者支援施設、福祉型障害児入所施設） 

・入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。 

 

→運営指導での事例・・・支援の内容について記録がされていなかった。 

 

入所者が入院（障害者支援施設にあっては９日を超えるもの）した場合は、施設の従業

者が、原則として１週間に１回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準

備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行う必要があり、入院以外の外泊（障害

者支援施設にあっては９日を超えるもの）の場合は、家族等との連絡調整や交通手段の確

保等を行った場合に算定できますが、支援の内容について記録することが必要です。 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の２(９)⑩】（※ 施設入所支援の基準を例示） 

㈡ ９日を超える入院にあっては指定障害者支援施設等の従業者が、特段の事情（利用者の事情によ

り、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。）のない限り、

原則として１週間に１回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相

談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手

段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間（入院又は外泊の初日及び最終日を除く。）について、

１日につき所定単位数を算定するものであること。 

㈢ 入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。また、入院の場合

において、㈡の特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録

しておくこと。 
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①(4) サービス費の算定に係るスコア告示（就労継続支援 A 型） 

・スコア表に記載した研修等の取組について漏れなく記録すること。 

 

→運営指導での事例・・・実施した研修等について適切に記録されていなかった。 

 

就労継続支援 A 型は、スコア（「労働時間」、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向

上のための取組」、「地域連携活動」、「経営改善計画」、「利用者の知識・能力の向上」）に基

づきサービス費を算定しますが、項目ごとに実施した根拠資料を常備しておく必要があり

ます。また、スコア表はインターネット等での公表が必要であり、公表していない場合に

は減算となります。 

根拠資料は、令和３年３月３０日障発 0330 第５号「厚生労働大臣の定める事項及び評

価方法の留意事項について」を確認ください。 

 

【令和３年３月３０日障発 0330 第５号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項につ

いて」】 

３ 公表 

  公表方法については、原則、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトにおいて公表するととも

に、事業所のホームページ等における公表についても可能な限り実施し、就労継続支援 A 型の利

用を希望している障害者等第三者に対して広く情報発信すること。 

４ 根拠資料等 

 就労継続支援 A 型事業所等は、県知事から求められた場合に速やかに提出できるよう（略）スコ

アの算出根拠となる資料等を常備しておくこと。 

 

※ これらの記録がない場合、支援の実施について確認できず、加算の返還（過誤調整）

となる可能性があります。 

また、ここで挙げた加算以外にも記録の実施が求められる加算はありますので、解釈

通知等で加算の算定の条件を確認するようお願いします。 
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② 個別支援計画の記載の不備 

(1) 延長支援加算について（児童発達支援等） 

・延長支援が必要なやむを得ない理由について、個別支援計画に記載すること。 

 

→運営指導での事例・・・個別支援計画に記載されていない例が見受けられた。 

 

障害児通所支援において延長支援加算を算定する場合は、個別支援計画に延長支援が必

要なやむを得ない理由を記載しているか、確認して下さい。 

 

【平 24 障発第 0330 号第 16 第 2 の 2(1)⑮】（※ 児童発達支援の基準を例示） 

㈠ 通所報酬告示第１の１２のイ又はロ（１）若しくは（２）を算定する場合 

イ 延長支援加算の算定に当たっては、障害児本人の状態又は家族の事情、保育所等の子育て支援

に係る一般施策での受入先が不足している等の延長支援が必要な理由があり、あらかじめ保護者

の同意を得た上で、延長支援を必要とする理由及び延長支援時間を通所支援計画に位置付けて行

うものであること。 

㈡ 通所報酬告示第１の１２のロ（３）又はハを算定する場合 

エ 保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長した支援が必要な

やむを得ない理由があり、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に記載されているこ

と。 

 

 

②(2) 夜間支援等体制加算（宿泊型自立訓練・共同生活援助） 

・夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに、個別支援計画に位置付けること。 

 

→運営指導での事例・・・個別支援計画に記載されていない例が見受けられた。 

 

宿泊型自立訓練及び共同生活援助において夜間支援体制加算を算定する場合は、個別支

援計画に夜間支援の内容を記載しているか、確認して下さい。 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の３(２)㉕】（※宿泊型自立訓練の基準を例示） 

㈠ イ 

(ウ) 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、

緊急時の対応等を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の利用者ごとに自立訓練（生

活訓練）計画に位置付ける必要があること。 
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②(3) 訪問系サービス費等（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護） 

・居宅介護計画等におけるサービス内容の記載に当たっては、派遣される従業者の種別につ

いても記載すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・居宅介護計画に派遣される従業者の種別が記載されていない例が見受けられた。 

 

訪問系サービスについては、派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合が

あるため、居宅介護計画等において派遣される従業者の種別を記載する必要があります。 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の２(１)①】（※居宅介護の基準を例示） 

 居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載

した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。なお、居宅介護については、派遣される従業者の

種別により所定単位数が異なる場合があることから、居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当

たっては、派遣される従業者の種別についても記載すること。 

 

 

②(4) 施設外就労（就労移行支援・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）） 

・施設の運営規程に施設外就労の実施について明記し、施設外就労の規則を設けていること。 

・個別支援計画に施設外就労を位置付けていること。 

・訓練目標に対する達成度の評価を行った結果、必要と認められる場合には、目標や個別支

援計画の見直しを行うこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・個別支援計画に施設外就労を行う旨の記載がなかった。 

 

他にも施設外就労については様々なルールがありますので、施設外就労を実施する場合

には平１９障障発第 0402001 号「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）

における留意事項について」をご確認ください。 

 

【平 1９障障発第 0402001 号２（２）④】 

エ 施設の運営規程に施設外就労について明記し、当該就労について規則を設けるとともに、対象者

は事前に個別支援計画に規定すること。また、訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必

要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の内容の見直しを行うこと。 
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③ 児童指導員等加配加算について（児童発達支援等） 

・基準上配置すべき従業者の員数を満たしたうえで加配職員を置いた場合に算定すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・児童発達支援管理責任者や、児童指導員等の配置基準を満たしていないにもかかわら

ず当該加算を算定していた。（過誤調整を指導） 

 

当該加算は、人員配置基準を満たした上でさらに加配した場合に算定が可能となってお

ります。人員欠如に該当する場合は算定できませんのでご注意ください。 

また加配職員を常勤換算で配置する場合には、当該加算の算定に係る職員が基準人員と

みなされる時間帯は常勤換算の計算における勤務時間数には含めることができませんので

こちらもご注意ください。 

 ※ ６ページを合わせてご覧ください。 

 

【平 24 障発第 0330 号第 16 第 2 の 2(1)④】（※児童発達支援の基準を例示） 

通所報酬告示第１の１の注８の児童指導員等加配加算は、指定児童発達支援事業所において、常時

見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う

等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要とする員数に加え、児童指導員等又

はその他の従業者を１以上配置し、指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のと

おり取り扱うこととする。 

（略） 



46 

 

 

④ 生活介護サービス費について（生活介護） 

・生活介護計画に、指定生活介護等を行うための標準的な時間を定めること。 

・指定障害者支援施設等が昼間実施サービスとして行う指定生活介護において、施設入所者

については、８時間以上９時間未満の所要時間の基本報酬は算定できないこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・生活介護計画において、標準的なサービスの提供時間が定められていなかった。 

・指定障害者支援施設において、施設入所者に対し８時間以上９時間未満の所要時間の

生活介護サービス費を算定していた。（過誤調整を指導） 

 

生活介護サービス費については、令和６年度報酬改定において新たにサービス提供時間

ごとに基本報酬が設定されましたが、生活介護計画においてサービス提供に要する標準的

な時間を定める必要があります。 

また、８時間以上９時間未満の区分の報酬は、指定障害者支援施設が施設入所者につい

て昼間実施する指定生活介護の場合は算定できませんので注意してください。 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の２(６)②】 

㈠ （略） 

所要時間による区分については、現に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に

基づいて行われるべき指定生活介護等を行うための標準的な時間に基づき算定されるものである。

この所要時間については、原則として、送迎に要する時間は含まないものである。 

生活介護計画の見直しを行い、標準的な時間を定めた上で、その標準的な時間に基づき算定する

ものであるが、令和６年４月から生活介護計画の見直しまでの間は、前月の支援実績等や、本人の

利用意向の確認を行うことにより、標準的な時間を見込むものとする。 

（略） 

㈢ 報酬告示第６の１の注１の４については、指定障害者支援施設等が昼間実施サービスとして行う

指定生活介護において、施設入所者については、８時間以上９時間未満の所要時間の基本報酬は算

定できない。なお、指定生活介護のみの利用者については、生活介護計画に位置付けた標準的な時

間に応じて報酬を算定することができる。 
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⑤ 重度障害者支援加算（生活介護等）、強度行動障害児支援加算（児童発達支援等）、 

  強度行動障害児特別支援加算（福祉型障害児入所施設） 

・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者が、加算対象者の様子を定期的に観察し

た上で、３月に１回程度の頻度で支援計画シート等を見直すこと。 

・加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内（強度行動障害児（特別）支援加算の

場合は 90 日以内）の期間について更に算定できる加算（初期加算）について、対象の期

間内であることを確認すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・支援計画シートの見直しが行われていなかった。 

・事業所を利用して 180 日（90 日）を超えた日以降に初期加算を算定していた。（過

誤調整を指導） 

 

支援計画シートの見直しに当たって、実践研修修了者は加算対象者の様子を次の頻度で

観察してください。 

〇 生活介護・施設入所支援・共同生活援助…原則週に１回以上 

〇 児童発達支援・放課後等デイサービス…実践研修修了者以外が支援を行う場合、原則

として２回の利用ごとに１回以上 

〇 居宅訪問型児童発達支援・保育所訪問型児童発達支援…原則月に１回以上 

〇 障害児入所施設…実践研修修了者以外が支援を行う場合、原則として週に３日以上 

 

また、初期加算は、加算を算定した日から起算して 180 日（90 日）以内の期間につい

て算定できるものですが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階

において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものです。

この趣旨に基づくと、下記のような場合は加算の対象外となりますのでご注意ください。 

・事業所が新たに重度障害者支援加算を算定する体制を整え、届出を行った場合、その

時点ですでに 180 日を超えている利用者 

・事業所を利用して 180 日を超えた後に、障害程度が重くなるなどして、新たに重度障

害者支援加算の対象となった利用者 

※ 強度行動障害児（特別）支援加算についても同様 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の２(６)⑪】（※生活介護の基準を例示） 

㈡  

 イ 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち１人以上が、

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者であること。また、当該事業所において実践研

修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支

援計画シート等を作成すること。 

オ イにおける実践研修修了者は、原則として週に 1 回以上、強度行動障害を有する利用者の様

子を観察し、３月に１回以上の頻度で支援計画シート等を見直すものとする。 
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⑥ 食事提供体制加算（通所系サービス） 

・調理業務を外部委託している場合は、委託契約を締結すること。また、その際管理栄養士

又は栄養士による献立確認が確実に行われるための措置を講じること。 

・食事を提供した場合に利用者ごとの摂食量を記録すること。 

・利用者ごとの体重又はＢＭＩをおおむね６月に１回以上記録すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・調理業務を外部業者に委託していたが、委託契約を締結していなかった。 

・委託契約の中に、管理栄養士等による献立の確認を行う旨の規定がなかった。 

・利用者ごとの摂食量や体重・ＢＭＩの記録を行っていなかった。（過誤調整を指導） 

 

 令和６年度報酬改定により、食事提供体制加算の算定には以下の(1)～(3)の要件が新た

に設定されましたので、加算を算定する場合はこれらの取組が確実に実施されるよう留意

してください。 

 (1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食

事の提供に係る献立を確認していること。 

 (2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。 

 (3) 利用者ごとの体重又はＢＭＩをおおむね６月に１回記録していること。 

 

【平 1８障発第１０３１００1 号第２の２(６)⑭】（※生活介護の基準を例示） 

 原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものである

が、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。

なお、施設外で調理されたものを提供する場合、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされてい

るものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。 

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象

とはならないものである。 

また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が支給されることから、この

加算は算定できないものであることに留意すること。 

(一) (1)について 

 管理栄養士又は栄養士については、常勤・専従である必要はない。また、事業所において管理栄養

士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部

の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っている場合でも可能とする。また、外部に調理業務を委託

している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば良いものと

する。 

 献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作成された献立表等により、

献立の内容を管理栄養士等が確認した場合についても要件を満たすものとする。 

 また、献立の確認の頻度については、年に１回以上は行うこと。 

(二) (2)について 

 摂食量の記録に当たっては、目視や自己申告等による方法も可能とする。なお、今後の食事の提供

や、支援の方向世知に関連するものであるため、できるだけ正確な記録が良いと考えられるが、負担

とのバランスを考慮する必要があることに留意すること。 

 摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の 1/2」、「全体の〇割」などといったように記載するこ

と。 

 摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。 
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(三) (3)について 

 おおむねの身長が分かっている場合には、必ず BMI の記録を行うこと。身体障害者等で身長の測

定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または身長が不明な者については、体重の

みの記録で要件を満たすものとする。 

 また、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に(3)を把握せず

とも要件を満たすこととして差し支えない。その場合、個別支援記録等において意向の確認を行った

旨を記録しなければならない。 

 なお、体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底すること。 



50 

 

 

⑦ 常勤看護職員等配置加算（生活介護） 

・看護職員を常勤換算方法で１人以上配置していること。 

・医療的ケアが必要な者に対して指定生活介護等を行った場合に算定すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・医療的ケアが必要な利用者がいないにも関わらず算定していた。（過誤調整を指導） 

 

 当該加算は医療的ケアが必要な者に対して指定生活介護をおこなった場合に算定可能で

あることから、該当する利用者がいない場合には算定ができないことに注意する必要があ

る。 

 なお、短期入所サービス費における常勤看護職員等配置加算については、看護職員の配

置がされていれば算定が可能である。 

 

【平 1８厚労告５２３別表第６の３の２】 

注 看護職員を常勤換算方法で１人以上配置しているものとして県知事に届け出た指定生活介護事

業所等において、別に厚生労働大臣が定める者（スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為

を必要とする者）に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員

に応じ、１日につき、所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数（小数点以下は切り捨て）

を乗じて得た単位数を加算する。 
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６．虐待等に関する指導事例から 

 

 

 

① 虐待防止のための取り組み（全事業共通） 

・虐待防止のための対策を検討する委員会を年１回以上開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図ること。 

・従業者に対し、虐待防止のための研修を年１回以上実施すること。 

・上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

・障害者福祉サービス従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者

は、速やかに、市町村に通報すること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・虐待防止委員会の設置等を行っておらず、虐待防止のための体制整備が不十分であっ

た。 

・虐待防止等のための研修が行われていなかった。 

・虐待防止のための担当者が配置されていなかった。 

・虐待防止委員会の開催記録や研修の実施記録が作成されていなかった。 

・研修に参加できなかった従業者に対して、研修の資料を回覧するなどのフォローを行

っていなかった。 

・虐待が疑われる事案が発生したにも関わらず市町への報告が速やかになされていなか

った。 

・虐待が発生したにも関わらず、虐待防止委員会において事例を分析し、発生原因や再

発防止策を講じるといった対応が行われていなかった。 

 

【平２４条例第５３号第４１条の２】（※ 居宅介護の基準を例示） 

指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施す

ること。 

三 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（３１）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

① 虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等適正化委

員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と

一体的に設置・運営することも差し支えない。 

  具体的には、次のような対応を想定している。なお、虐待防止委員会における対応状況について

は、適切に記録の上、５年間保存すること。 

 ア 虐待（不適切な対応事例も含む。）が発生した場合、当該事案について報告するための様式を

整備すること。 

 イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待に

ついて報告すること。 
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 ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

 エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の再発防止策を検討すること。 

 オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された

内容を集計、報告し、分析すること。 

 カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

 キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会が作成

した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規採用時には

必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である、なお、研修の実施は、施設内で行う

職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差

し支えない。 

 

【障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き】 

Ⅲ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応 

 １ 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務 

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やか

に、市町村に通報する義務があります（虐待防止法第 16 条）。 

「障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した」場合とは、障害者福祉施設従事者等から

明らかに虐待を受けた場面を目撃した場合だけでなく、虐待を受けたのではないかと疑いを持っ

た場合は、事実が確認できなくても通報する義務があることを意味しています。 

 

● 虐待防止に関して特に注意を要する事項 

送迎時や夜間支援時など職員と利用者の１対１の支援に対して監視の目が薄くなる場

面では、虐待が発生しやすいことを認識し、虐待防止の措置をとることが重要です。特

に異性の利用者に対しては性的虐待が発生しやすいことから、可能な限り、１対１での

異性介助を避ける体制を整えて下さい。 

また、送迎を行う際には、事故やトラブル防止のため、居宅等まで責任をもって利用

者を送り届けるよう徹底するとともに、送迎や夜間支援を行う職員に対しても、虐待防

止研修等を通じて個別の利用者の特性に応じた対応方法等の理解を得てください。 

  →実際に発生した事例・・・ 

・送迎車両内で職員と利用者が２人きりとなり、性的虐待が発生してしまった。 

・送迎を行う職員が利用者の特性と対応方法を十分に理解していなかった。 

 

また、放課後等デイサービスにおいては思春期の児童が利用しており、職員の見守りが

不十分なことで児童間でのトラブル等が発生することもあるため、見守りが欠けることが

ないようにして下さい。 

万が一虐待が確認された場合は、虐待を受けた利用者の安全確保を最優先にし、利用

者が安心できる環境づくりに努めてください。また、事実確認をしっかりと行った上で、

虐待を受けた障害者やその家族に対して障害者福祉施設等内で起きた事態に対して謝罪

も含めて誠意ある対応を行い、信頼の回復に努める必要があります。 
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② 身体拘束等の禁止（全事業共通） 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を年１回以上開催し、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ること。 

・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年１回以上実施すること。 

・やむを得ず身体拘束を行うときには、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決

定すること。 

・身体拘束を行う場合は、個別支援計画に身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由

を記載すること。 

・身体拘束を行う場合は、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置等を行っておらず、組織と

して身体拘束等の必要性について検討していなかった。 

・身体拘束等の適正化のための指針などが作成されておらず、職員の対応等が不明確で

あった。また、作成されていた場合でも、必要事項が盛り込まれていなかった。 

・身体拘束等の適正化のための研修が行われておらず、支援方法が身体拘束等に該当す

ることや、身体拘束等を行う場合の要件などを職員が理解していなかった 

・身体拘束を行う場合に、必要な事項を個別支援計画に記載しておらず、利用者や家族

からの同意を得ていなかった。 

・身体拘束適正化検討委員会の開催記録や研修の実施記録が作成されていなかった。 

・研修に参加できなかった従業者に対して、研修の資料を供覧するなどのフォローを行

っていなかった。 

 

【平２４条例第５３号第３６条の２】（※ 居宅介護の基準を例示） 

１ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 

2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。 

3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。   

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図

ること。 

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

【平１８障発第１２０６００１号第３の３（26）】（※ 居宅介護の基準を例示） 

① 緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件全てを満たし、かつ、

組織としてそれらの要件の確認等の手続を行った旨を記録しなければならない。 

② 身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、虐待防止

委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会

と一体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する
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場合も含む。）も差し支えない。 

  身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。なお、身

体拘束適正化検討委員会における対応状況については、適切に記録の上、５年間保存すること。 

 ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

 イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、

身体拘束等について報告すること。 

 ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例がない場合にも、身体拘束等の

未然防止の観点から、利用者に対する支援の状況等を確認することが必要である。 

 エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結

果等をとりまとめ、当該事例の適正性と廃止へ向けた方策を検討すること。 

 オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

 カ 廃止へ向けた方策を講じた後に、その効果について検証すること。 

③ 指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛

り込むこととする。 

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

④ 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規採用時には必ず身体拘

束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事

業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムに

おいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘

束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみ

なして差し支えない。 
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◎虐待防止及び身体拘束等の禁止についての取組を行っていない場合・・・ 

 

● 虐待防止措置未実施減算 

虐待防止について、以下の①～③のいずれかに該当する場合は、所定単位の１％が減

算となります。 

① 虐待防止委員会を定期的（年１回以上）に開催していない 

② 虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施していない 

③ ①及び②の措置を適切に実施するための担当者を配置していない 

 

● 身体拘束廃止未実施減算 

身体拘束等の廃止・適正化について、以下の①～④のいずれかに該当する場合は、施

設・居住系サービスについては所定単位数の 10％、訪問・通所系サービスについては所

定単位数の１％が減算となります。 

① 緊急やむを得ず身体拘束を行った場合の必要事項の記録が作成されていない 

（緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件全てを

満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなけれ

ばなりません。） 

② 身体拘束適正化検討委員会を定期的（年１回以上）に開催していない 

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない 

④ 従業者に対する定期的な（年１回以上）研修を実施していない 

 

これらの減算については、各減算要件のいずれかに該当することが確認された場合、速

やかに県に改善計画を提出していただき、その後、確認された月から 3 月後に改善計画に

基づく改善状況を報告いただきます。減算要件に該当することが確認された月の翌月から

改善状況を報告して改善が認められた月までの間について、減算が適用（最短でも３か月

間）になります。 

 

（虐待防止措置未実施減算及び身体拘束廃止未実施減算イメージ） 

 改善が認められるまでの間、所定単位数から減算する（最短でも３か月間減算となる）。 

【減算期間について（参考）】 

R7.6月        7月        8月      9月       10月 

                                                 

事実が生じた月    減算          減算       減算      通常報酬 

改善計画提出                   改善結果報告          
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③ 預り金管理（施設・居住系サービス） 

・利用者との保管依頼書（契約書）、個人別出納台帳等、必要な書類を整えること。 

・印鑑と通帳を別々に保管し、複数の者により適切な管理が行われていることの確認が行え

る体制を整えること。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・保管依頼書等を作成していなかった。 

・作成した預り金管理規程に基づいて管理を行っていなかった。 

・預り金の管理が適切に行われていなかった結果、従業者による預り金の着服事案が発生し

た。 

 

【平１８障発第１２０６００２号】 

５ 「その他の日常生活費」と区別されるべき費用の取扱い 

預り金の出納管理に係る費用については 、「その他の日常生活費」とは区別されるべき費用である。

預り金の出納管理に係る費用を利用者から徴収する場合には、 

(1) 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること、 

(2) 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われ

ること、 

(3) 利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること等が満たさ

れ、適正な出納管理が行われることが要件となる。 
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④ 食材料費等の徴収（共同生活援助等） 

・食材料費としてあらかじめ徴収した食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用

者に残額を返還する等により、適正に取り扱うこと。 

 

→運営指導での事例・・・ 

・食材料費を利用者から過大に徴収し、残額を返還や利用者の今後の食材料費として支

出するなどの措置を講じていなかった。 

 

※ 石川県においても、令和７年度に利用者から食材料費を過大に徴収していた等の理由に

より、共同生活援助事業所に行政処分を行ったという事例があります。 

 

【令和５年１０月２０日厚生労働省事務連絡】 

「グループホームにおける食材料費の取扱い等について」 

事業者が、利用者から徴収した食材料費について利用者の食事のために適切に支出しないまま、残

額を他の費目に流用することや事業者の収益とすることについては、国の定める指定基準に違反する

ものであり、各都道府県等の条例において定めるグループホームの指定基準への違反にも該当するも

のと考えられます。 

各都道府県・市町村におかれては、グループホームにおける食材料費について、下記の点を踏まえ

つつ、適正な取扱いがなされるよう、管内市町村及びグループホームを運営する事業者に対して周知

徹底するとともに、各自治体が行う監査等の場においても食材料費の徴収に関して適正な運用がなさ

れているか確認いただくようお願いします。 

また、グループホームにおける食材料費の不適切な徴収については、障害者虐待の防止、障害者の

養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法律第 79 号）第２条第７項に規定する「障害者福

祉施設従事者等による障害者虐待」のうち、「経済的虐待」（同項第５号）にも該当する可能性があり

ますので、こうした障害者虐待が疑われる場合には事実確認の徹底をお願いします。 

また、食材料費のほか、光熱水費及び日用品費についてもこれに準じて確認や対応を講じていただ

くようお願いします。 

 

 記 

 

食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴収した食

材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、当該事業所の利用者

の今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要があること。 

また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更時において利

用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から求められた場合に適切に説

明を行う必要があること。 
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7．法定義務委員会・研修・訓練まとめ 

 

 法定義務化された委員会・研修・訓練等について、実施頻度を表にまとめましたので、

不足なく実施をお願いいたします。 

 

・居宅介護
・重度訪問介
護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者
等包括支援

・療養介護
・生活介護
・短期入所
・自立訓練（機
能訓練）
・自立訓練（生
活訓練）
・就労選択支
援
・就労移行支
援

・就労定着支
援
・自立生活支
援
・地域移行支
援

・共同生活援
助
・外部サービス
利用型共同生
活援助

・障害者支援
施設

・児童発達支
援
・放課後等デイ
サービス
・居宅訪問型
児童発達支援
・保育所等訪
問支援

・福祉型障害
児入所施設
・医療型障害
児入所施設

研修 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年２回以上 年１回以上 年２回以上

訓練 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年２回以上 年１回以上 年２回以上

委員会
おおむね６月
に１回以上

おおむね３月
に１回以上

おおむね６月
に１回以上

おおむね３月
に１回以上

おおむね３月
に１回以上

おおむね３月
に１回以上

おおむね３月
に１回以上

研修 年１回以上 年２回以上 年１回以上 年２回以上 年２回以上 年２回以上 年２回以上

訓練 年１回以上 年２回以上 年１回以上 年２回以上 年２回以上 年２回以上 年２回以上

委員会 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上

研修 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上

委員会 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上

研修 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上 年１回以上

地域連携
推進会議

おおむね年１
回以上

おおむね年１
回以上

事業所見
学

おおむね年１
回以上
（外部評価を実
施し公表して
いる場合は不
要）

おおむね年１
回以上
（外部評価を実
施し公表して
いる場合は不
要）

地域移行等意
向確認担当者
の選任

地域移行
等意向確
認等

少なくとも６月
に１回以上

研修
計画に基づい
て

計画に基づい
て

訓練
計画に基づい
て

計画に基づい
て

業務継続計画
（感染症・自然

災害）

感染症及び食
中毒の予防及
びまん延の防

止

身体拘束の禁
止

虐待の防止

地域との連携

安全計画

委員会・研修・訓練

サービス種別
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8．業務管理体制検査について 

 

 平成２４年の障害者自立支援法（現在の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」（平成１７年法律１２３号））並びに児童福祉法（昭和２２年法律１６

４号）の改正に伴い、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整

備及び届出が義務づけられました。 

石川県では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため県に届

出のあった全ての事業者を対象として、実地指導の際に業務管理体制の確認検査（一般検

査）を実施してきましたが、より多くの事業者に対して検査を行うため、平成３０年度か

ら書面による検査に変更しました。対象となる事業者には報告書等の提出を求める通知を

お送りしますので、提出をお願いします。 

 

 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 
 

※ 届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないので注

意してください。 

 

☆届出の詳細については、石川県障害保健福祉課のホームページを参照ください。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/jiritsushienfukushi/gyoumunokanritaisei.html 

 

区   分 届出先 

①  事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省 

②  特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行
う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所
在する事業者 

事業所が所在する市町 

③  すべての事業所が同一指定都市（※）内に所在する事
業者 

指定都市 
（※児童福祉法に基づく指定障害

児通所支援事業者及び指定障害児

入所施設の設置者については、児

童相談所設置市を含みます。） 

④  すべての指定事業所等（児童福祉法に基づく指定障害
児入所施設を除く。）が同一中核市内に所在する事業者
等 

中核市 
（金沢市） 

⑤  ①から④以外の事業者 石川県 


